
 

  

【簡易水道事業会計当初予算説明資料】 

令和８年度 

建 設 課  



和水町簡易水道事業 

簡易水道事業（旧菊水地区）は、平成元年から事業を開始し、現在１２集落（馬場・

中路・皆行原・江光寺・寺山・立石・大江田・藤田・本村・古閑・大屋・焼米）に給

水を行っています。 

本事業は、供用開始から３６年が経過し、施設設備の老朽化や管路の更新が必要な

時期を迎えるため、今後は、国の補助事業を活用しながら、計画的な更新を実施し、

安全・安心な水道水の安定供給に努め持続可能な水道事業経営を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎給水の状況 

・給水人口                  １，５４８人 

・年間総給水量              １３４，０６１ｍ３ 

・一日平均給水量                 ３６７ｍ３ 

・給水区域内普及率              ８８．５６％ 

・令和７年度主要な建設改良事業 

   ア 配水管整備事業           ７４，４０６千円 

   イ 施設整備事業             １，０２８千円 



 

 

 

（単位：千円、％、税込） 

令和８年度 

当初予算額 

令和７年度 

当初予算額 

令和７年度当初予算比較 

増減額 増減率 

137,445千円 111,644 千円 25,801 23.11 

※予算規模・・・収益的支出―減価償却費＋資本的支出 

 

 

 

 

 

（１）配水管更新事業に伴う設計業務委託  予算額  1,060千円 

  ①馬場配水管更新事業実施設計業務委託 1,060千円  

   国庫補助・地方債対象 

 

（２）簡易水道施設修繕          予算額  1,028千円 

  ①馬場簡易水道塩素滅菌設備更新工事 176千円 

    滅菌機械の取替費用 

  ②大藤簡易水道塩素滅菌設備更新工事 176千円  

    滅菌機械の取替費用 

③大藤簡易水道塩素滅菌設備更新工事 176千円  

    滅菌機械の取替費用 

  ④施設機器等修繕          500千円 

    計装機器等の部品交換費用 

 

（３）配水管工事             予算額  73,346千円 

  ①馬場配水管更新事業（県道改良にともなう江田交差点ほか） 72,346千円 

   国費（補助率 1/3）・地方債対象（簡水債・過疎債） 

  ②配水管布設工事 1,000千円 

    新築等に備えた予算 

 

 

 

 

１ 予算規模 

２ 令和８年度の主要な建設改良事業について 



 

 

予算書頁 P7～P10 

（１）収益的収入及び支出の内訳について            （単位：千円、％、税込） 

区分 
令和８年度 

当初予算額 

令和７年度 

当初予算額 

令和７年度当初予算比較 

増減額 増減率 

営業収益 27,401 26,939 462 1.71 

営業外収益 40,045 43,412 ▲3,367 ▲7.76 

特別利益 0 0 0 0 

収入計① 67,446 70,351 ▲2,905 ▲4.13 

営業費用 59,817 57,222 2,595 4.53 

営業外費用 3,101 2,340 761 32.52 

特別損失 0 0 0 0 

予備費 1,000 1,000 0 0 

支出計② 63,918 60,562 3,356 5.54 

4 条消費税等③ 0 0 0 0 

純利益 

①-②-③ 
3,528 9,789 ▲6,261 ▲63.96 

 

【図１】令和８年度収益的収入及び支出について 

 

 

営業収益

27,401千円

営業外収益

40,045千円

営業費用

59,817千円

営業外費用

3,101千円

予備費

1,000千円

３ 収益的収入及び支出（第３条）について 



 

 

予算書頁 P11～P13 

（１）資本的収入及び支出の内訳について            （単位：千円、％、税込） 

区分 
令和８年度 

当初予算額 

令和 7年度 

当初予算額 

令和 7年度当初予算比較 

増減額 増減率 

企業債 47,300 42,200 5,100 12.09 

負担金 4,136 3,059 1,077 35.21 

補助金 31,935 24,744 7,191 29.06 

収入計① 83,371 70,003 13,368 19.10 

建設改良費 75,434 54,285 21,149 38.96 

企業債償還金 22,548 21,110 1,438 6.81 

予備費 1,000 1,000 0 0 

支出計② 98,982 76,395 22,587 29.57 

差引不足額 

② - ① 
15,611 6,392 9,219 144.23 

（２）資本的収支における不足額の補てんについて 

 資本的収支における不足額 15,611千円 については、損益勘定留保資金等 15,611千円で補

てんする予定です。 

【図２】令和８年度資本的収入及び支出について 

 
 

 

企業債

47,300千円

負担金

4,136千円

補助金

31,935千円

建設改良費

75,434千円

企業債償還金

22,548千円

予備費

1,000千円

４ 資本的収入及び支出（第４条）について 



 

 

 

（１）収益的収入の繰入金内訳について              （単位：千円、％、税込） 

区分 
令和８年度 

当初予算額 

令和７年度 

当初予算額 

令和７年度当初予算比較 

増減額 増減率 

他会計負担金 0 0 0 0 

他会計補助金 35,427 39,474 ▲4,047 ▲10.25 

繰入金計① 35,427 39,474 ▲4,047 ▲10.25 

 

（２）資本的収入の繰入金内訳について              （単位：千円、％、税込） 

区分 
令和８年度 

当初予算額 

令和７年度 

当初予算額 

令和７年度当初予算比較 

増減額 増減率 

他会計負担金 4,136 3,059 1,077 35.21 

他会計補助金 10,012 11,084 ▲1,072 ▲9.67 

繰入金計①’ 14,148 14,143 5 0.04 

 

繰入金合計  ①＋①’＝ 49,575千円 うち基準内繰入金 15,802千円 

       基準外繰入金 33,773千円 

 

（３）繰入金の増減理由について 

  高料金対策及び建設改良に係る元金償還金に対する基準額が減少したため、前年度当初

予算額に比べ 4,042千円減少となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 一般会計からの繰入について 



 

 

予算書頁 P30 

１ 収益的収入  ６７，４４６千円             （単位：千円・税込み） 

番号 収入項目及び収入概要 収入予定額 

 営業収益 27,401 

1 給水収益 

 水道使用料収入 

○水道使用料   26,820千円 

 

26,820 

2 その他営業収益 

 給水収益、受託工事収益以外で通常発生する収益 

  ○督促手数料 ○指定工事店登録手数料  

  〇水道事業加入負担金 

 

581 

 営業外収益 40,045 

3 補助金 

 一般会計補助金 

  ○簡易水道事業にかかる起債償還利息分    507千円 

 ○高料金対策に要する経費分         916 千円 

  〇地方公営企業法の適用に要する経費     111千円 

  〇水道企業職員の児童手当に要する経費    120千円 

  ○その他経費分              33,773千円 

 

35,427 

4 長期前受金戻入 

減価償却費に見合う財源の収益化額 

○国庫補助金、県補助金、工事負担金戻入  4,615 千円 

 

4,615 

5 雑収益 

 営業外で発生する雑収益 

 

2 

6 消費税及び地方消費税還付金 

 消費税及び地方消費税還付金 

 

1 

 収益的収入合計 67,446 

 

 

６ 収支の概要 



予算書頁 P31～P36 

２ 収益的支出  ６３，９１８千円             （単位：千円・税込み） 

番号 事業名及び事業概要 収入予定額 

 営業費用 59,817 

1 原水費 

 取水施設の維持管理に要する費用 

 ○光熱水費（大藤第 4、東郷第 2水源地）  

○手数料（原水水質検査） 

2,088 

2 浄水費 

浄水設備の維持管理に要する費用 

○備消品費（機械消耗品） ○手数料（浄水水質）  

○委託料（滅菌等） ○薬品費 

3,032 

3 配水費 

配水施設の維持管理に要する費用 

○備消品費（施設消耗品） ○燃料費（発電機）  

○光熱水費 〇通信運搬費（通報装置） 

〇手数料（水質異物分析等、管理者検便） 〇保険料  

〇委託料（施設管理） 〇修繕費（施設修繕等） 

7,841 

4 給水費 

 量水器等の維持管理に要する費用 

○備消品費（資材） ○委託料（量水器交換）  

〇修繕費（量水器・ボックス等） 

3,246 

5 業務費 

 検針、料金調定及び集金その他に要する費用 

  ○備消品費（書籍等） ○印刷製本費（納付書等） 

  ○通信運搬費（郵送代）  〇手数料（口座振替等） 

  〇委託料（検針） 〇賃借料（保守料） 

1,346 

6 総係費 

 事業活動全般に要する費用 

  ○給料（１名分） ○手当 〇賞与等引当金繰入額  

 〇法定福利費 〇備消品費（事務用品等） 〇燃料費（公用車） 

 〇保険料 〇委託料（会計支援、管路及び機器台帳の更新） 

 〇賃借料（公会計システム） 〇修繕費  〇研修費  

〇負担金（簡水協等） 

16,809 

7 減価償却費 

 固定資産の減価償却に要する費用 

 

25,455 



 営業外費用 3,101 

8 支払利息及び企業債取扱諸費 

 企業債利息（簡易水道事業債、過疎対策事業債） 

 

2,101 

9 消費税及び地方消費税 

 確定申告納付消費税 

 

1,000 

 予備費 1,000 

10 予備費 

 予備費 

 

1,000 

 収益的支出合計 63,918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

予算書頁 P37 

３ 資本的収入  ８３，３７１千円              （単位：千円・税込み） 

番号 収入項目及び収入概要 収入予定額 

 企業債 47,300 

1 建設改良事業債 

 建設改良事業に充てるための企業債 

  ○簡易水道事業債（更新事業）   23,700千円 

 ○過疎対策事業債（更新事業）   23,600千円 

 

47,300 

 負担金 4,136 

3 他会計負担金 

 一般会計負担金 

  ○消火栓の設置に要した経費       4,136千円 

 

4,136 

 補助金 31,935 

4 国庫補助金 

 国庫補助金 

  ○簡易水道等施設整備費国庫補助金   21,923千円 

 

21,923 

5 他会計補助金 

 一般会計補助金 

  ○簡易水道の建設改良に要する経費    8,781千円 

  〇地方公営企業法の適用に要する経費   1,231千円 

 

10,012 

 

 資本的収入合計 83,371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



予算書頁 P38 

４ 資本的支出  ９８，９８２千円            （単位：千円・税込み） 

番号 事業名及び事業概要 収入予定額 

 建設改良費 75,434 

1 簡易水道事業建設改良費 

 簡易水道事業の建設改良費等に要する支出 

  ○委託料 

馬場配水管更新事業実施設計業務 

 ○修繕費 

   馬場簡易水道塩素滅菌設備更新工事 

大藤簡易水道塩素滅菌設備更新工事 

東郷簡易水道塩素滅菌設備更新工事  

施設機器等修繕工事 

 ○工事請負費 

   馬場配水管更新事業 

   配水管等布設工事    

 

75,434 

 企業債償還金 22,548 

2 企業債償還金 

 企業債償還金元金 

  〇建設改良事業にかかる起債償還元金  19,858千円 

  〇公会計適用にかかる起債償還元金    2,690 千円 

 

22,548 

 予備費 1,000 

3 予備費 

 予備費 

 

1,000 

 資本的支出合計 98,982 

 

 

 

 


